
東予地方局不法投棄防止対策推進協議会活動報告

西条地区

同協議会は廃棄物の不法投棄を防止し、生活
環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために
設立されたものです。事務局を東予地方局健
康福祉環境部環境保全課におき、各域内建設
業組合、各域内商工会議所、各域内警察署、
各域内海上保安部、各自治体等で構成されて
おり、えひめ産業廃棄物協会西条地区もその
委員として参加しております。

　今年度の事業活動等を７月の対策会議で決
定し、10月～11月に３か所の不法投棄合同パ
トロール、1か所の不法投棄ごみ撤去作業を
行いました。
　平成29年度は「えひめ国体」もあり、「環
境先進県愛媛」を目指す愛媛県の運営に、西
条地区としても積極的に参画していくところ
です。

１．平成28年度東予地方局不法投棄防止対策会議
　　日　時：平成28年７月28日㈭　PM
　　場　所：愛媛県東予地方局7階大会議室
　　参加者：委員27名（西条地区より村上会長）
　　内　容：今年度の活動・運営について、産業廃棄物協会の活動状況報告　他

２．不法投棄防止合同パトロール（四国中央市）
　　日　時：平成28年10月25日㈫　PM
　　場　所：中曽根町国道319号旧道、土居町天満（県道13号線旧道）
　　参加者：西条地区会員11名
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地区だより



３．不法投棄防止合同パトロール（新居浜市）
　　日　時：平成28年10月27日㈭　PM
　　場　所：荷内海岸、萩生（萩生長尾橋から青池長尾線）
　　参加者：西条地区会員11名

４．不法投棄防止合同パトロール（西条市）
　　日　時：平成28年11月１日㈫　PM
　　場　所：港新地、福成寺（県道東予玉川線待避所等）
　　参加者：西条地区会員10名

−44−



５．不法投棄ごみ撤去作業（新居浜市）
　　日　時：平成28年11月10日㈭　PM
　　場　所：新居浜市荷内海岸
　　参加者：総数約40名（うち産廃協会西条地区会員24名）

　今回作業した場所は海岸であったので漂着
物もありましたが、県道沿いの交通量の多い
道沿いにもかかわらず、洗濯機やタイヤ等、
明らかに不法に投棄されたものが多くありま
した。
　二酸化炭素排出量削減等の地球温暖化防止

が国際的に議論されておりますが、一方でま
だまだこのような不法投棄がある実態を目の
当たりにしました。
　ご参加いただいた会員の皆様、お疲れ様で
した。
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平成28年度「ぼくのゴミどこ行くの？」教室開催

宇和島地区

　宇和島地区では、環境意識の普及啓蒙活動
として南予地域の小学校の児童たちに身近な
地域の環境問題について理解を深め、環境保
全活動への積極的な参加を育む取り組みとし
て、平成28年10月19日㈬　宇和島市立高光小
学校において、３～４年生の児童27名を対象
に「ぼくのゴミどこ行くの？」教室を開催い
たしました。
　宇和島保健所の芝様に講師をお願いいたし
まして、10時30分から11時15分までの45分
間の環境授業を行い、「ゴミを適正処理する
ことが大切！」、「ゴミはどうやってできる
の？」、「家からゴミを出すときのきまり」、「わ
たしたちには何ができるだろう？」　につい
て、児童たちに分かりやすく講演をしていた
だきました。
　また、「ゴミについてのクイズ」では、多

くの児童が積極的に発表を行い、児童たちも
地域の身近な環境問題として関心をもって受
講していただきました。
　児童からは「ゴミを減らす努力をして最終
処分場があと30、40年くらいもってほしい」、

「ビンやカンは種類ごとに手作業でわけて再
利用されている」、「わたしたちにできること
がまだまだある」という多くの感想をいただ
きました。
　環境教室で学んだことをもとに、ごみの処
理や有効利用と自分たちの生活との関わりを
理解し、ごみの減量やリサイクルなど児童た
ちが協力できることを考えて、環境保全活動
に取り組まれることと思います。
　今後も、環境意識の普及啓蒙活動として南
予地域の小学校で開催する予定です。
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